
 
 
 
 
 
 

第第  ３３  次次  
広広 島島 県県 廃廃 棄棄 物物 処処 理理 計計 画画                          

～～循循環環型型社社会会とと低低炭炭素素社社会会のの一一体体的的実実現現にに向向けけてて～～  
（（平平成成２２３３年年度度～～２２７７年年度度））  

【【  概概  要要  版版  】】  
  
  
  
  
  
  
  

平平成成２２３３年年３３月月  
広広    島島    県県 
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広島県では，これまでに循環型社会１の形成を目指して，第１次廃棄物処理計画 

及び第２次廃棄物処理計画を策定し，県民・事業者・ＮＰＯ等の関係団体・行政

が協力して廃棄物の減量化や各種の廃棄物対策に取り組んできました。 

   しかしながら，廃棄物の発生抑制や減量化，リサイクルの推進，廃棄物の適正 

処理や処理施設の確保及び不法投棄等について，依然として課題が残されていま 

す。更に，世界的には，地球規模での人口増加や経済規模の拡大の中で，資源制 

約の顕在化に加え，人類が大量に排出しているＣＯ２（二酸化炭素）などの温室 

効果ガスがもたらす地球温暖化により，水資源や生態系などに悪影響が生じてき 

ています。 

これらの課題を解決し，将来世代にも継承することができる持続可能な社会づ 

くりをするためには，資源の採取や廃棄に伴う環境への負荷を最小にする「循環

型社会」の実現に向けた取組とともに，地球温暖化問題に対応した「低炭素社会２」

の構築に向けた取組を併せて進めることが重要です。 

   これらを踏まえ，これまでの県民・事業者・ＮＰＯ等の関係団体・行政の取組， 

第２次計画の評価，産業廃棄物埋立税の税収を利用した施策の効果や各種リサイ 

クル法の改正の動向などを基に，循環型社会の実現に向けて更なる取組を進める 

ため，第３次広島県廃棄物処理計画（以下「第３次計画」という。）を策定しまし 

た。 
１．循環型社会：大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念で「天然資源の消費が抑制

され，環境への負荷ができる限り低減された社会」のこと。 

２．低炭素社会：二酸化炭素等温室効果ガスの排出を自然が吸収できる量以内にとどめる社会のこと。 

 
       
 ○廃棄物処理法第５条の５に基づく法定計画です。 
 ○広島県環境基本計画に掲げた循環型社会の実現を図るための，廃棄物対策の基本

となる計画です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１章 計画の策定 

 

 

市町 

一般廃棄物処理計画 

市町温暖化防止関係 

地域計画 

県 

広島県廃棄物
処理計画 

広 島 県 地 球 温
暖 化 防 止 地 域
計 画

広島県環境基本計画 

国

環境基本計画 

循環型社会形成推進基本計画 

廃棄物処理法の基本方針 

京都議定書目標達成計画 

策策定定のの趣趣旨旨 

計計画画のの位位置置付付けけ 
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大量生産，大量消費，大量廃棄といったこれまでの社会経済システムや一人ひ 

とりのライフスタイルを見直し，できる限り廃棄物の発生を抑制し，再使用，再生 

利用及び熱回収等を進めた上で，残った廃棄物については，環境負荷の低減に配慮 

して適正に処理していく「循環型社会」の実現を目指します。 

  また，この循環型社会の実現を目指す取組は，低炭素社会との一体的実現も視野 

に入れた取組とします。 

 
    
    この計画は，廃棄物処理法第２条に規定する廃棄物を対象とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  この計画の期間は，平成２３年度から平成２７年度までの５年間とし，平成２７ 

年度を目標年度とします。 
 

    
  市町は，廃棄物処理法により，区域内の一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な

活動を促進するとともに，一般廃棄物を適正に処理するために必要な措置を講じる

責務を負っています。このため，市町は，一般廃棄物処理の基本となる一般廃棄物

処理計画や，容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包

装リサイクル法）に基づく分別収集計画を策定し，一般廃棄物の処理やリサイクル

などに取り組むこととされています。 
  この廃棄物処理計画は，市町がこうした取組を計画的・効果的に進めていくため

の基本的な方向を示すものです。 
 

 

産産業業廃廃棄棄物物  

事事業業活活動動にに伴伴っってて生生じじたた廃廃棄棄物物ののううちち法法令令  

  でで定定めめらられれたた２２００種種類類 

特特別別管管理理産産業業廃廃棄棄物物（（注注））  

 

ごごみみ  
生生活活系系ごごみみ  

しし尿尿  
事事業業系系ごごみみ  

一一般般ごごみみ（（可可燃燃ごごみみ，，不不燃燃ごごみみななどど））  

粗粗大大ごごみみ  

特特別別管管理理一一般般廃廃棄棄物物（（注注））  

一一般般廃廃棄棄物物  

廃廃  棄棄  物物  

（注）一般廃棄物又は産業廃棄物のうち，爆発性（揮発油類，灯油類等），毒性（廃ＰＣＢ，廃石綿等），

感染性その他，人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるもの 

目指すべき循環型社会の姿 

計計画画のの対対象象 

計計画画のの期期間間 

廃廃棄棄物物処処理理計計画画とと市市町町計計画画ととのの関関係係 
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第２章 廃棄物処理の現状 

一一一 般般般 廃廃廃 棄棄棄 物物物   

ごみ排出量等の推移

61万ｔ

34万ｔ
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  971g
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１人１日当たり排出量（全国平均）

ごみ再生利用量等の推移

20.4万ｔ

2.8万ｔ

21.4％

15.2％
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集団回収量

施設等の処理による資源化量

再生利用率（広島県）

再生利用率（全国平均）

ごみ処理経費の推移

339億円

11,900円

11,800円
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ごみ処理経費

１人当たりの経費（全国平均）

１人当たりの経費（広島県）

水洗化・非水洗化人口の推移

1,785千人

694千人

385千人

86.6％

90.7％
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非水洗化人口

浄化槽処理人口
公共下水道人口
水洗化率（広島県）

水洗化率（全国平均）

ごみの最終処分量の推移

5.4万ｔ

5.6万ｔ
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浄化槽の法定検査の受検率の推移
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（％）

新設時検査（広島県） 新設時検査（全国平均）

定期検査（広島県） 定期検査（全国平均）

99.7％

42.7％
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（注）１ （ ）内は排出量に対する割合 

   ２ 減量化量は排出量から再生利用量及び最終処分量を除いた

      量で，焼却，脱水などによる減量に相当する量 

総 排 出 量      

9955..33 万万ｔｔ 

排 出 量 

95.3 万ｔ 

（100.0％） 

自家処理量 

０.0 万ｔ 

中間処理量 

９0.5 万ｔ 

（95.0％） 

うち焼却量 

62.5 万ｔ 

（65.6％） 

直接最終処分量

3.3 万ｔ 

（3.5％） 

処理後再生利用量

１8.9 万ｔ 

（19.8％） 

処理残さ量 

7.7 万ｔ 

（8.1％） 

減 量 化 量      

６3.9 万ｔ 

（67.1％） 

再生利用量 

２0.４万ｔ 

（21.4％） 

最終処分量 

１1.0 万ｔ 

（11.5％） 

直接再生利用量

１.5 万ｔ 

（1.6％） 

 
○ごみの排出量及び最終処分量は，平成１４年度以降減少傾向にあります。 
○ごみの再生利用量は，容器包装廃棄物のリサイクル，焼却灰の有効利用等に加えて，平成１６年

度にごみ燃料化施設が本格的に稼動したことに伴い，ＲＤＦ※の再生利用量が大幅に増加してい

ます。 
○ごみ処理経費は，ごみ処理量が減少する一方で，ごみ処理方式の高度化や分別収集区分の細分化

などに伴う収集・中間処理費及び委託費の増加により，平成１６年度以降はほぼ横ばい傾向にあ

ります。 
○水洗化率は，公共下水道及び浄化槽の整備に伴い，年々上昇していますが，全国平均に比べると

 依然として低い状況にあります。 
○浄化槽の法定検査の受検率は，新設時検査については，ほぼ１００％ですが，定期検査について

は，４２.７％という水準にあります。 
※ＲＤＦ（ごみ固形燃料）：ごみに含まれる厨芥・紙などを乾燥・粉砕して石灰などを混ぜ，クレヨン状に成型加工した固形燃料のこと。 

（県民１人当たり 

 912ｇ／日） 

一般廃棄物処理に関する近年の傾向

一一般般廃廃棄棄物物（（ごごみみ））のの処処理理のの流流れれ（（平平成成２２００年年度度）
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産業廃棄物の排出量等の推移

1,3961,357
1,4331,355

924927 1,001

838

129 5360207
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Ｈ７ Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２０

（万トン）

排出量 再生利用量 最終処分量

業種別排出量（平成２０年度）

製造業
62%（868万ｔ）

その他
1%（13万ｔ）農業

7%（99万ｔ）

建設業
13%（178万ｔ）

電気・ガス・水道業
17%（238万ｔ）

種類別排出量（平成２０年度）

その他
5%（64万ｔ）

金属くず
2%（30万ｔ）

汚泥
26%（366万ｔ）

がれき類
10%（133万ｔ）

動物のふん尿
7%（99万ｔ）

ばいじん
5%（72万ｔ）

木くず
3%（36万ｔ）

鉱さい
42%（596万ｔ）

【【業業種種別別排排出出量量のの特特徴徴】】  

１位 製造業…………………62％（868 万トン）

２位 電気・ガス・水道業…17％（238 万トン）

３位 建設業…………………13％（178 万トン）

上位３業種で排出量全体の 9２％を占めている。 

【【種種類類別別排排出出量量のの特特徴徴】】  

１位 鉱さい…………………42％（596 万トン）

２位 汚泥……………………26％（366 万トン）

３位 がれき類………………10％（133 万トン）

４位 動物のふん尿………… 7％（ 99 万トン）

上位４種類で排出量全体の 85％を占めている。 

最終処分場の施設数及び残余容量

49576978567390102

569614
674

7311,012945
790600
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（万ｍ
３
）

0

20

40

60

80

100

120

（施設数）

公共 処理業者 排出事業者 施設数

最終処分場の設置等状況（平成１9 年度末現在） 

施  設  数 残余容量（万ｍ３） 
設置

主体 排 出

事業者

処理

業者
公共 計 

排 出 

事業者 

処理

業者
公共 計

残余

年数

安定型

処分場
5 67 1 73 3 365 12 380 6.5

管理型

処分場
7 23 2 32 5 204 37 246 8.1

計 12 90 3 105 8 569 49 626 7.0

産産産 業業業 廃廃廃 棄棄棄 物物物   
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○廃棄物は，概ね１，４００万ｔ前後で推移しています。 
○再生利用量は，徐々に増加し，平成２０年度には１，００１万ｔに達しました。 
○最終処分量は，大きく減少していますが，最終処分場の新規立地が極めて困難となっているため，

残余容量が逼迫（残余年数７.０年）しています。 
○不法投棄量は，ここ１０年間，年間１０件未満ですが，毎年発生しており，投棄量が１，０００ｔ

を超える年度もあります。 

産業廃棄物の不法投棄発生状況の推移（投棄量１０ｔ以上の事案）

993
625 585

1,768 1,598

959

426
725

1,350

91

9

7

5

3

8

5

3

5

8
7
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1,000

1,500

2,000

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

（ｔ）

0
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4
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8

10

（件）

不法投棄量 件数

排 出 量 
1,396 万ｔ 
（100％） 

直接再生利用量 

655 万ｔ 
（46.9％） 

中間処理量 
711 万ｔ 

（50.9％） 

直接最終処分量 

29 万ｔ 
（2.1％） 

処理残さ量 
369 万ｔ 

（26.4％） 

減 量 化 量      
342 万ｔ 

（24.5％） 

処理後再生利用量 

346 万ｔ 
（24.8％） 

処理後最終処分量 

24 万ｔ 
（1.7％） 

一時保管量 
1 万ｔ 

（0.1％） 

再生利用量 
1,001 万ｔ 
（71.7％） 

最終処分量 
53 万ｔ 

（3.8％） 

（注） （ ）内は排出量に対する割合 

産業廃棄物処理に関する近年の傾向 

産産業業廃廃棄棄物物のの処処理理のの流流れれ（（平平成成２２００年年度度）） 
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   第２次計画では，平成２２年度を目標年度として，一般廃棄物（ごみ）及び産 

業廃棄物の排出量，再生利用量及び最終処分量に係る減量化目標を定めており， 
平成２０年度の実績を基に達成状況の評価を行いました。 

 
          第２次計画の減量化目標（一般廃棄物(ごみ)) 

平成１7 年度 

実  績 

平成 20 年度 

実  績 

平成 22 年度 

計画目標 
区 分 

 割 合  割 合 
計 画 

目標比 
 割 合 

達成状況 

排 出 量 106.6 ― 95.3 ― △0.7％ 96.0 ― 達成の見込み 

再生利用量 21.4 20.1％ 20.4 21.4％ ▲15.0％ 24.0 25.0％ 未達成の見込み

最終処分量 15.9 14.9％ 11.0 11.5％ △15.4％ 13.0 13.5％ 達成の見込み 

 (注) △：計画目標値に比べて少ない（目標を達成している）   ▲：計画目標値を超えている（目標を達成していない） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          第２次計画の減量化目標（産業廃棄物） 

平成１7 年度 

実  績 

平成 20 年度 

実  績 

平成 22 年度 

計画目標 
区 分 

 割 合  割 合 
計 画 

目標比 
 割 合 

達成状況 

排 出 量 1,357 ― 1,396 ― △3.9％ 1,453 ― 達成の見込み 

再生利用量 924 68.1％ １,001 71.7％ 0.0％ １,001 68.9％ 達成の見込み 

最終処分量 60 4.4％ 53 3.8％ ▲12.8％ 47 3.2％ 未達成の見込み

(注) △：計画目標値に比べて少ない（目標を達成している）   ▲：計画目標値を超えている（目標を達成していない） 

 
 
 
 
 
 

第３章 第２次計画の評価 

単位：万トン 

○排 出 量：生活系ごみは，ごみの指定袋制度やごみ処理の有料化などの経済的手法に加え，出前講

座，説明会，イベント等による住民の意識向上が考えられます。また，事業系ごみでは，

ごみ処理の有料化などが考えられます。 
○再生利用量：市町の回収統計量に反映されない別ルートでの資源化（集団回収，持ち去り行為等）な

どが考えられます。 
○最終処分量：人口減少や中間処理量の増加に伴う埋立量の減少が考えられます。 

単位：万トン 

○排 出 量：県内への産業の集積や今後の経済動向を踏まえた場合，更に廃棄物の増加が見込まれる

ため，引き続き，排出削減に取り組む必要があります。 
○再生利用量：鉱さい，ばいじん，汚泥のセメント原料化やがれき類の資源化が進んできたことが上げ

られます。 
○最終処分量：再生利用率が上昇したものの，鉄鋼業の生産量の増加に伴った鉱さいの排出量の増加が

        影響したものと考えられます。 

達
成
状
況
の
要
因
等

達
成
状
況
の
要
因
等 

減減量量化化目目標標のの達達成成状状況況 
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【検証１】 

県内の最終処分場で処分された最終処

分量の推移を見ると，平成１５年度の

税導入により県内処分場への搬入抑制

が図られ，最終処分量は税導入前の概

ね半分となったことが分かります。 

【検証２】 

全国的に一番排出量が多い汚泥の埋立

処分量について，全国の最終処分量は

着実に減少していますが，広島県では

税導入以降急激に減少しており，税導

入の影響を受けていると考えられま

す。（汚泥は全業種から排出されるた

め，各種リサイクル法施行などの影響

を排除しやすい種類） 

【検証３】 

税導入された平成１５年度以降，県

内の処分場に最終処分された量は，

ほぼ一定で推移しています。これは，

徴税効果により，平成１５年度以降排

出抑制効果が継続しているものの，平

成１６年度以降の新たな抑制効果は

減少しているためと考えられます。

産産業業廃廃棄棄物物埋埋立立税税のの導導入入効効果果  

１ 県内処分場における最終処分量の推移

２ 全国との比較 

【まとめ】 
 総合的に判断して,平成１７年度以降，急激に最終処分量が減少しているのは，税導入による

効果が高いためと判断されます。時間の経過とともに，最終処分量の減少幅が小さくなってきて

いますが，徴税効果は継続しており，今後も税など，排出抑制に繋がるなんらかの経済的インセ

ンティブが必要と考えられます。  

３ 産業廃棄物埋立税から見た処分量と生産活動との比較 
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施策体系 主 な 課 題 

リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進 

○リサイクル技術の研究開発やリサイクル施設の整備の推進，付加価値の高いリサイクル製

品の生産やリサイクルシステムの構築の支援 

○家庭向けリサイクル製品の開発と販路や利用用途の拡大 

○レアメタルの回収等新たな分野におけるリサイクルの必要性 

○熱回収や廃棄物系バイオマスの利活用の推進 

○循環型社会ビジネスの振興につながるリサイクル製品の開発に向けた人材育成 

○資源循環型産業の拠点となるリサイクル産業団地の立地の推進 

識
上

意
向

○県民や事業者が３Ｒに対する理解を深め，自主的な活動に取り組む意欲を高めるための意
識啓発や環境学習の積極的な推進 

町市 ○市町における「環境基本計画」等の策定及びこれに基づく計画的な推進 

循

環

型

社

会

の

実

現 

県 ○県の率先した取組として，公共事業における廃棄物の排出抑制やリサイクルの推進 

発生 
抑制 

○県民・事業者・関係団体・行政が一体となった３Ｒの一層の推進 
○一般廃棄物処理システム（分別収集・リサイクル・エネルギー回収・最終処分等）の見直

しや処理コストの低減につながる市町の取組を支援 

適正 
処理 
対策 

○社会環境の変化（高齢社会到来，アナログ放送終了等）に対応した処理体制の構築 
○アスベスト廃棄物等有害な廃棄物の適正処理の確保 
○海ごみの発生抑制，処理体制の構築 

処理 
施設 
確保 

○市町のごみ処理施設の計画的な整備の推進 
○市町村合併を踏まえた効率的・広域的な施設整備の推進 
○ごみのリサイクル及びエネルギー回収・利用に配慮した施設整備の推進 
○最終処分場跡地における適切な利用の確保 

災害 
廃棄物

○周辺市町と相互に協力した災害廃棄物処理体制の構築 

一 
 
般 
 
廃 
 
棄 
 
物 

生活 
排水 

○地域の実情に応じた公共下水道，農業・漁業集落排水，浄化槽の計画的な整備 
○浄化槽の適正な維持管理や法定検査の受検の促進 

発生 
抑制 

○排出事業者における循環的利用（①発生抑制，②再使用，③再生利用，④熱回収等の順）
の推進や温室効果ガス削減に対する意識の醸成 

○全国水準に達していない廃棄物の再生利用率の向上やセメント原料化に代わるリサイクル
への転換等の推進 

適正 
処理 
対策 

○排出事業者に対して，「排出事業者責任」を徹底するための啓発，指導の実施 
○排出事業者等への立入検査の強化及び悪質業者に対する厳格な対応 
○優良処理業者の育成の推進 
○アスベスト廃棄物等有害な廃棄物の適正処理の徹底 
○県外搬入廃棄物の処理状況の監視 

産 
 
業 
 
廃 
 
棄 
 
物 

処理 
施設 
確保 

○最終処分場，焼却施設等の設置・管理に関する厳正な審査等の実施 
○民間処分場を補完する公共関与処分場の計画的な整備 
○処理施設の設置に関し，関係者間の合意形成を図る必要性 
○アスベスト廃棄物の適正処理施設の確保 
○地球温暖化防止対策のための焼却施設における熱回収の推進 

不法投棄 
防止対策 

○不法投棄させない社会の醸成及び原因者に対する処分・処罰などの厳正な対応の徹底 
○市町の不法投棄防止対策への助成の継続や市町併任職員による監視等，県と市町が一体と

なった不法投棄防止対策の実施 

 

第４章 廃棄物処理の課題 
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現  状 

【平成２０年度実績】 

将来推計 

【平成２７年度推計】 

計画目標 

【平成２７年度】 区 分 

 割 合  割 合  割 合 

排 出 量 95.3 ― 87.3 ―  85.8 ― 

再生利用量 20.4 21.4％ 19.7 22.6％ 20.9 24.4％

最終処分量 11.0 11.5％ 10.1 11.6％    9.5 11.1％

  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
現  状 

【平成２０年度実績】 

将来推計 

【平成２７年度推計】 

計画目標 

【平成２７年度】 区 分 

 割 合  割 合  割 合 

排 出 量 1,396 ― 1,517 ―  1,502 ― 

再生利用量 1,001 71.7％ 1,087 71.7％  1,081 72.0％

最終処分量 53 3.8％ 54 3.6％   50 3.3％

第第第５５５章章章   減減減量量量化化化目目目標標標ののの設設設定定定   

【排排  出出  量量】】      
   平成２０年度に対して１０％削減します。 
 
 
【再再生生利利用用量量】】      

   排出量に占める割合を２４.４%にします。 
【最最終終処処分分量量】】      

   平成２０年度に対して１４％削減し，排出量に 
占める割合を１１.１%にします。 

減減減量量量化化化目目目標標標（（（平平平成成成２２２７７７年年年度度度）））

 排排出出量量   
 平成２０年度に対し，人口減等により８％，施策展
開により２％削減とし，合計１０％の削減としまし
た。 
  再再生生利利用用量量     
 第２次計画と同じ再生利用率を目標としました。

  最最終終処処分分量量     
  排出量削減により１０％，施策展開により４％削減
し，合計１４％の削減とし，排出量に占める割合を
１１．１％としました。 

減量化目標の設定の考え方 

単位：万トン 

【排排  出出  量量】】      
 平成２７年度推計に対して，１％削減します。 

【再再生生利利用用量量】】      
 排出量に占める割合を７２%にします。 

【最最終終処処分分量量】】      
    排出量に占める割合を３.３%にします。 

減減減量量量化化化目目目標標標（（（平平平成成成２２２７７７年年年度度度））） 

産産業業廃廃棄棄物物埋埋立立税税のの有有効効活活用用にによよりり，，減減量量化化計計画画をを推推進進ししまますす。。  

単位：万トン 

 排排出出量量   
 多量排出事業者の排出量の減量化計画の策定指導
等により将来推計から１％削減としました。 

  再再生生利利用用量量     
 再生利用が全国水準に達していない廃棄物につい
て，再生利用の向上を図ることとし，再生利用率を
７２％としました。 
  最最終終処処分分量量     
  排出量の排出抑制による減少や再生利用量の増加
を見込み，最終処分率を３．３％に設定しました。

減量化目標の設定の考え方 

１人当たりの排出量は 842g/日となります。
※平成２０年度は，912 g/日 

一般廃棄物（ごみ） 

産業廃棄物 

排排出出量量のの削削減減はは，，１１人人１１日日７７００ｇｇ減減ららすすここととでで達達成成ででききまますす。。  
ペペッットトボボトトルル３３５５００ｍｍｌｌ（（空空））３３本本分分がが７７００ｇｇ相相当当ににななりりまますす。。  
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  廃棄物に関する諸課題を解決し，将来世代にも継承することができる持続可能な 

社会づくりをするためには，資源の採取や廃棄に伴う環境への負荷を最小にする 

「循環型社会」の実現に向けた更なる取組とともに，地球温暖化問題に対応した「低 

炭素社会」の構築に向けた取組を併せて進めることが重要です。 

そこで，次の視点から，県民・事業者・関係団体・行政など全ての主体が適切な 

役割分担のもと，低炭素社会との一体的実現に向けた更なる施策を展開します。 

 

 
    
      
    
      
   
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の視点 

第６章 施策の展開 

１ 循環型社会の実現に向けた更なる３Ｒの推進～低炭素社会との一体的実現にも配慮 

・コベネフィット型技術※の研究開発・施設整備，焼却施設における熱回収導入 

促進  

・レアメタルの回収 など 

※コベネフィット型技術：廃棄物対策と地球温暖化対策を同時に進めることができる技術 

２ 廃棄物処理に対する県民の信頼の確保 

  排出事業者責任の徹底，不法投棄対策の強化，適正処理の推進（処分場の確保

等） など 

３ 新たな課題への対応 

 ・社会環境の変化（高齢社会到来，アナログ放送終了等）への対応  

 ・有害廃棄物（アスベスト，ＰＣＢ）処理施設の確保 など 

視   点 
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施策の区分 循環型社会の実現・一般廃棄物・産業廃棄物に関する施策 

 
一般廃棄物

 

○生活系ごみの減量化等の推進 
○事業系ごみの減量化等の推進 
○分別排出の徹底 
○ごみ処理の有料化の導入 
○市町の一般廃棄物処理コスト分析等の推進 
○容器包装リサイクル法の適正な運用 

 
 
 
 
廃棄物の発生抑制 
及び減量化 

産業廃棄物

○排出抑制等の啓発・支援，ﾘｻｲｸﾙ製品活用の積極的な広報〔拡充強化〕
○多量排出事業者における減量化計画の策定指導［拡充強化］ 
○建設廃棄物のリサイクルの推進［拡充強化］ 
○廃プラスチック・木くずの燃料化による有効利用の推進 
○産業廃棄物埋立税制度の活用 

 
 
 
リサイクルの推進 循環型社会の実現

○リサイクル技術研究開発・施設整備の推進［拡充強化］ 
○リサイクル製品の使用促進［拡充強化］ 
○リサイクル産業創出に係る人材育成［新規］ 
○レアメタルの回収の推進［新規］ 
○エネルギー・熱回収等の推進 
○各種リサイクル法の推進 
○農業系廃棄物・下水汚泥のリサイクルの推進 

リサイクル産業の 
集積・育成 

循環型社会の実現
○びんごエコタウンモデル地区の形成促進 
○福山リサイクル発電事業の推進 

一般廃棄物
○社会環境の変化に対応した処理体制の構築［新規］ 
○適正処理の推進［拡充強化］ 
○海ごみ対策のあり方を検討 

 
 
 
 
廃棄物の適正処理 
対策の推進 

産業廃棄物

○排出事業者責任の遵守の徹底［拡充強化］ 
○監視指導の強化［拡充強化］ 
○マニフェスト制度による適正処理の推進［拡充強化］ 
○有害産業廃棄物の適正処理の推進［拡充強化］ 
○優良な産業廃棄物処理業者の育成［拡充強化］ 
○産業廃棄物の広域移動の監視の強化 

一般廃棄物

○市町の処理施設等の計画的整備の推進［拡充強化］ 
○効率的な施設整備・広域的な取組の推進［拡充強化］ 
○ごみのﾘｻｲｸﾙ及び資源ｴﾈﾙｷﾞｰ回収・利用に配慮した施設整備の推進 
○ダイオキシン類対策の徹底 
○事故防止対策の推進 
○最終処分場跡地利用の検討支援 

 
 
 
 
廃棄物の処理施設 
の確保・維持管理
等 

産業廃棄物

○処理施設の設置・運営に係る厳正な審査・指導［拡充強化］ 
○公共関与による処理事業の推進 
○地域住民との合意形成の推進 
○埋立終了した最終処分場・跡地の安全対策の推進 
○無害化処理施設・ｴﾈﾙｷﾞ-回収に配慮した施設整備の推進［拡充強化］

災害廃棄物対策の
推進 

一般廃棄物
○市町の処理体制の整備 
○広域的な相互協力体制の整備 

 
生活排水対策（し
尿等）の推進 

一般廃棄物
○下水道等の整備の推進 
○浄化槽の整備の推進 
○浄化槽の適正な管理の推進 

 

不法投棄防止対策 

の推進 
一般廃棄物
産業廃棄物

○不法投棄監視体制の強化 
○不法投棄情報の収集［拡充強化］ 
○地区不法投棄等防止連絡協議会の活動強化 
○市町と県の連携［拡充強化］ 
○市町の不法投棄防止対策に対する支援［拡充強化］ 

環境意識の向上 
及び自主的行動 
の推進 

循環型社会の実現
○環境学習・環境教育の推進 
○環境情報の提供 
○各主体の取組支援・連携強化 

市町による環境基
本計画等の策定の
促進 

循環型社会の実現 ○市町による環境基本計画等の策定の促進 

県の率先した取組 循環型社会の実現
○公共事業における廃棄物の排出抑制・リサイクルの推進 
○グリーン購入の推進 

                                               ※網掛けは新規又は拡充強化の施策

資
源
循
環
を
基
本
と
し
た
社
会
づ
く
り

循
環
型
社
会
の
実
現

環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
社
会
づ
く
り

環
境
に
配
慮
し
た
行
動
を
展
開
す
る
社
会
づ
く
り 

施策の方向 

施策の体系 
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第７章 計画の推進 

○ごみをできるだけ少なくするライフスタイル
の実践 

○再生品やリサイクルしやすい製品の優先的な
購入・使用 

○ごみの分別や回収ルールの遵守などリサイク
ルシステムへの協力 

○地域清掃など環境保全活動や環境学習等への
積極的な参加 

○廃棄物の発生抑制や環境負荷の低減に配慮
した事業活動の実施 

○長寿命製品，詰替え型製品，リサイクルしや
すい製品等の製造・販売 

○製造・販売した製品の回収や再利用の推進
○再生資源の積極的な活用，廃棄物の減量化や

再生利用の促進 
○廃棄物の適正処理と法令遵守の徹底 
○業界等による環境保全活動の推進

○廃棄物の適正処理と法令遵守の徹底
○情報公開の推進による信頼性の確保 
○処理施設の安定的確保と適正管理の徹底 
○廃棄物の減量化や再生利用の促進 
○処理業者団体の組織体制の強化  

○住民への情報提供，普及啓発 
○住民のごみ減量化等の取組の支援 
○一般廃棄物の発生抑制，再使用，再生利用の

推進 
○一般廃棄物の適正処理の推進 
○他市町と連携した処理の推進 
○一般廃棄物処理施設の確保・維持管理の推進
○グリーン購入の推進 など  

○環境保全活動の推進 
○環境教育・環境学習の推進 
○環境コミュニティ・ビジネスの推進  

各 主 体 が 責 任 と 役 割 を 認 識 し ,
相互に連携を図る必要があります。

各主体の役割 

日々の一人ひとりの行動が重要である 

ことを認識し，次のような取組を進める 

必要があります。 

県民の役割 

廃棄物の適正処理義務や拡大生産者責

任※を有することを認識し，次のような

取組を実践する必要があります。 
※拡大生産者責任：生産者が生産した製品が使用され，廃

棄された後においても，当該製品の適正なリサイクルや

処分について一定の責任を負うという考え方 

排出事業者の役割 

排出事業者から委託を受けた廃棄物を

適正に処理する責務があることを認識

し，次のような取組を実践する必要があ

ります。 

廃棄物処理業者の役割 

各主体の連携・協働のつなぎ手として

の役割を認識し，次のような取組を進め

る必要があります。 

関係団体の役割 

区域内の一般廃棄物の減量化に向けた

住民の自主的活動の促進を図るとともに，

適正処理に必要な措置を講じる責務があ

ることから，次のような取組を進めていく

必要があります。 

市町の役割 

計画的かつ総合的な施策の実施や，県

民，排出事業者，廃棄物処理業者，関係

団体及び市町と連携して，Ｐ１２にある

取組を進めていきます。 

県の役割 
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 一般廃棄物（ごみ）の減量化目標は，１人１日当たりに換算すると７０ｇになります。 
 具体的に，私たちの行動で減量化される量がどのくらいになるか，身近な例を挙げてみました。 
 
 

 

レジ袋２枚 →10ｇの減量        包装紙 →20ｇの減量          →10％の水分量が削減 

紙コップ 2 個→10ｇの減量                              

 
 
 
 

洗剤ボトル →差引き 50ｇの減量     食品トレイ 2 枚 →10ｇの減量      紙パック 1 枚（1ℓ ）→20ｇの減量 

 

 

 

 

県では，広島県内で製造されるリサイクル製品を登録，登録製品

の情報を広く情報提供し，県内産リサイクル製品の利用促進を行っ

ています。（平成 23 年 1 月現在 474 製品登録） 

詳しくは，県の環境情報サイト（ｅｃｏ
エ コ

ひろしま）を御参照くだ

さい。 
URL アドレス：http://www.pref.hiroshima.lg.jp/eco/ 

                                        （広島県登録ﾘｻｲｸﾙ製品に使用されるﾏｰｸ）

１１人人１１日日当当たたりり７７００ｇｇののごごみみをを減減ららすすににはは  

マイバッグ，マイボトル・

マイカップを使う 
過剰包装を断る 

生ごみの水切りをきちん

とする 

詰め替え容器を使う 
個別包装されていないも

のを買う 

紙パックはスーパーの店

頭回収などを利用する 

広広島島県県登登録録リリササイイククルル製製品品のの登登録録・・利利用用  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ひろしま地球環境フォーラムのごみ減量・リサイクル推進マスコット「まったん」 
 
 
 

毎月第 1 土曜日は「ひろしま環境の日」 

「ひろしま環境の日」は，みんながエコ生活を実践する日です。一緒になって取り組みましょう！ 

第第３３次次広広島島県県廃廃棄棄物物処処理理計計画画【【概概要要版版】】（（平平成成２２３３年年度度～～２２７７年年度度））  
        平平成成２２３３年年３３月月  
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